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総 行 福 第 ８ 号  

令和６年１月１９日  

 

 

 各 都 道 府 県 知 事   

 各都道府県議会議長  

 各 指 定 都 市 市 長 

 各指定都市議会議長  

 各人事委員会委員長    

 

 

総務省自治行政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令及び 

地方自治法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について（通知） 

 

 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号。以下「改正令」

という。）及び地方自治法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年総務省令第２

号。以下「改正規則」という。）が本日公布され、令和６年４月１日から施行するこ

ととされました。 

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号。以下「改正法」とい

う。）の内容等については、「地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行につ

いて（通知）」（令和５年５月８日付け総行行第１９１号・総行給第２３号各都道府

県知事、各都道府県議会議長、各指定都市市長、各指定都市議会議長及び各人事委員

会委員長あて総務大臣通知）により示したところですが、改正令及び改正規則の内容

は、改正法の施行に伴う規定の整備のほか、東日本大震災による被害を受けた地方公

共団体における公共工事に要する経費について前金払をすることのできる割合の特例

を定めた規定を削除するものです。 

 貴職におかれては、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮を

されるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市区

町村の長及び議会の議長に対してもこの旨周知願います。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各

市町村に対して本通知についての情報提供を行っていること、並びに本通知は地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４５条の４第１項に基づ

く技術的な助言であることを申し添えます。 
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第一 議会に関連する手続のオンライン化に関する事項 

 一 法第１３８条の２第１項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使

用に係る電子計算機と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算

機であって当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信でき

る機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とすることと

されたこと。（地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号。以下「則」

という。）第１２条の２の３関係） 

 二 法第１３８条の２第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により

議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等

の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文

書等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して

通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならな

いこととされたこと。 

   また、この規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署

名（総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施

行規則（平成１５年総務省令第４８号）第２条第２項第１号に規定する電子署名

をいう。以下同じ。）を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な

事項を証する電子証明書（同条第２項第２号イからハまでに掲げる電子証明書

（議会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。）をいう。）と併

せてこれを送信しなければならないこととされたこと。ただし、議会等の指定す

る方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限

りでないこととされたこと。（則第１２条の２の４関係） 

 三 法第１３８条の２第２項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使

用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算

機であって当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信でき

る機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とすることと

されたこと。（則第１２条の２の５関係） 

 四 議会等は、法第１３８条の２第２項の規定により電子情報処理組織を使用する

方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこ

ととされている事項を当該議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録しなければならないこととされたこと。（則第１２条の２の６関係） 

 五 法第１３８条の２第２項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、 

  ・ 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 

・ 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議

会等の定めるところによる届出 

  のいずれかの方式とすることとされたこと。（則第１２条の２の７関係） 
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 六 法第１３８条の２第２項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により

国会に対して法第９９条の規定による通知を行う議会は、衆議院事務局又は参議

院事務局がそれぞれ指定する方法により当該通知を行った議会を確認するための

措置を講じなければならないこととされたこと。（則第１２条の２の８関係） 

 

第二 指定公金事務取扱者及び公金事務の委託に関する事項 

 一 地方自治法施行令関係 

  １ 法第２４３条の２第１項、第５項及び第６項（同条第７項の規定により適用

する場合を含む。）に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件のいずれに

も該当する者とされたこと。 

① 法第２４３条の２第１項に規定する公金事務（②において「公金事務」と

いう。）を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。 

② その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することがで

きる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 

（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１７ 

３条関係） 

    なお、上記①の「公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基

礎を有すること」とは、概ね次のような要件を満たすことが求められるもので

あること。 

・ 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っているこ

と。 

・ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。 

一方、上記②の「その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂

行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するこ

と」とは、概ね次のような要件を満たすことが求められるものと考えられるも

のであること。 

・ 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確

保が十分であると認められること。 

・ コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。 

  ２ 法第２４３条の２の４第１項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普

通地方公共団体の歳入のうち、法第２４３条の２第２項に規定する指定公金事

務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与

すると普通地方公共団体の長が認めるものとすることとされたこと。 

   ① 使用料 

② 手数料 

③ 賃貸料 

④ 物品売払代金 

⑤ 寄附金 

⑥ 貸付金の元利償還金 
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